
総合計画策定に向けて

第４次黒松内町
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町   長 

事 務 局 

（企画環境課） 

 
第４次黒松内町総合計画

 
町 議 会 

諮問 
 

総合計画等審議会 
（※１） 

町  民 

パブリックコメント 

住民アンケート（中学生（13 歳）以上） 

答申 

課長等会議 
（庁内検討委員会） 

（※２） 

基本構想提案・戦プロ・基本計画説明 

基本構想議決 

原
案

まちづくり推進委員会 

ワーキング会議（※３） 

まちづくり推進委員・関係任意団体代表者・

若手町職員（主査・主任） 

意見交換 

町  

素案作成依頼 

計画書提出 

調整 


